
令和７年度第２回  大分県食品安全推進県民会議

日  時     令和７年１２月１７日（水）  １４：００～１５：３０
場  所     大分県庁舎新館１３階  １３３会議室

【  次      第  】

１  開  会 

２  あいさつ 

３  大分県食品安全推進県民会議の概要及び第１２期委員の委嘱について 

４  会長及び副会長の選出 

５  議  事 
(1) 令和７年度食の安全・安心確保関連事業について 
(2) 食品安全に関するトピックス 
    ・最近の食中毒事案等について 
    ・食べ残し持ち帰り促進ガイドラインについて 
    ・災害時の避難所の食品衛生対策について 
(3) 令和７年度視察研修の開催地（案）について 

６  その他
   

  



食の安全・安心確保に関する情報を共有

し相互理解を深め、施策について意見を
表明する

＜構成＞

消費者、生産・製造者、流通・販売者の

代表及び学識経験者等

食育の推進に関する施策の総合的かつ
計画的な実施を図る

＜構成＞

家庭・消費、学校･保育所、地域・食文化、

市町村・県、生産・流通、調査･研究・情報

等各分野の関係者

食品安全推進県民会議
（条例に基づきH17.10.1設置）

食育推進会議
（大分県食育推進条例に基づきH28.4.1設置）

施策の提言 施策の提言
施策の提示

情報の公開

施策の提示

情報の公開

大分県食の安全確保推進体制

（大分県食の安全確保・食育推進本部設置規程に基づきH28.4.1設置）

食の安全確保・食育推進本部会議

食の安全・安心の確保のため及び食育の推進のための総合的な施策を推進する

＜構成＞
本部長 ：副知事
副本部長 ：生活環境部長・農林水産部長
本部員 ：総務部長・企画振興部長・福祉保健部長・商工観光労働部長・教育長・警察本部生活安全部長
事務局 ：生活環境部

食の安全確保・食育推進本部

食の安全確保推進幹事会

食の安全・安心に関する事項及び関係部
局における具体的対策を検討するとともに、
関係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監
幹事：２２の関係各課室長

食育推進幹事会

食育の推進に関する基本的事項及び関係部
局における具体的対策を検討するとともに、
関係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監
幹事：１８の関係各課室長

連携
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大分県食品安全推進県民会議

１ 大分県食品安全推進県民会議とは、

平成１５年９月２２日に消費者、生産・製造者、流通・販売者が一体となって

食品の安全確保を図るため、食品関係者が一堂に会する「県民会議」が設置され

た。

その後、県民会議は「大分県食の安全・安心推進条例（平成１７年４月１日施

行）」 で規定され、知事の附属機関となった。

２ 県民会議の内容

（１）情報の共有と相互理解

食の安全性等に関する情報を共有するとともに、消費者、生産者等が各

々の立場を相互理解し、正しい認識の醸成を図る機会とする。

（２）意見の表明

① 情報の共有と相互理解及び主体的な取組によって得られた協議結果を

推進本部に意見として表明する。

② 県が広く意見を求めるために公表または提示した食の安全・安心確保

に関する施策及び結果について協議し、意見を集約して推進本部に表明

する。

３ 県民会議の委員

・消費者代表・・・２名 

・生産・製造者代表・・・３名        

・流通・販売者代表・・・３名 

・学識経験者・・・３名        計１１名  

４ 県民会議委員の任期

委員の任期は、２年間

第１２期は、令和７年１０月１日～令和９年９月３０日

５ 県民会議の開催

年２回  

現地視察
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期

姫野
ヒ メ ノ

　綾
アヤ

2

越智
オチ

　幸治
コウジ

2

学識
経験者
（３名）

別府大学食物栄養科学部　教授 狩生
カリウ

　徹
トオル

1

（公社）大分県薬剤師会検査センター　所長 嶋﨑
シマザキ

　晃
アキラ

1

弁護士法人アゴラ所属弁護士

1

流通・
販売者
代表

（３名）

豊後高田市AFFネットワーク　会長 東名
トウミョウ

　美智子
ミチコ

2

（株）大分県畜産公社
　　品質保証室　次長 佐藤

サトウ

　雅樹
マサキ

1

（株）トキハインダストリー
　　商品部　生鮮グループマネージャー

福羅
フクラ

　実夕
ミュウ

1

生産・
製造者
代表

（３名）

フーズテクニカルサービス　副代表 弘
ヒロ

蔵
クラ

　周子
チカコ

3

（有）藍澤農園（水耕みつば生産者）　取締役社長 藍澤
アイザワ

　修一
シュウイチ

5

三和酒類(株)　代表取締役常務

消費者
　代表
（２名）

大分県生活学校運動推進協議会　書記 平島
ヒラシマ

　博美
ヒロミ

4

生活協同組合コープおおいた商品政策室

和田
ワダ

　正太郎
ショウタロウ

大分県食品安全推進県民会議委員

第１２期（R7.10.1～R9.9.30）

対象 団体・役職名 委員名
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大分県訓令甲第二十四号

大分県教育委員会訓令甲第九号

大分県警察本部訓令甲第十七号

知 事 部 局

教 育 庁

警 察 本 部

大分県食の安全確保・食育推進本部設置規程を次のように定める。

平成十五年九月一日

大分県食の安全確保・食育推進本部設置規程

（設置）

第一条 大分県食の安全・安心推進条例（平成十七年大分県条例第十九号。以下「条例」と

いう。）第四条第一項に定める食の安全・安心の確保のための総合的な施策（以下「食の

安全・安心に関する施策」という。）及び大分県食育推進条例（平成二十七年大分県条例

第五十号）第三条に定める食育の推進のための総合的な施策（以下「食育の推進に関する

施策」という。）を策定し、及び実施するため、大分県食の安全確保・食育推進本部（以

下「本部」という。）を設置する。

（所掌事務）

第二条 本部は、次の事項を所掌する。

一 食の安全・安心に関する施策及び食育の推進に関する施策の総合調整に関すること。

二 条例第九条に定める危機管理体制の整備その他の緊急時における食の安全・安心の確

保に係る調整に関すること。

（組織）

第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

２ 本部長は、知事が指定する副知事をもって充てる。

３ 副本部長は、生活環境部長及び農林水産部長をもって充てる。

４ 本部員は、別表第一に掲げる者をもって充てる。

（職務）

第四条 本部長は、本部の事務を総理する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名す

る副本部長がその職務を代理する。

（会議）

第五条 本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集し、本部長が議長となる。

２ 本部長は、必要があるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせるこ

とができる。

（食の安全確保推進幹事会）

第六条 本部に、本部の付議事項のうち食の安全・安心に関する施策に係るものについて協 

議するため、食の安全確保推進幹事会を置く。

２ 食の安全確保推進幹事会は、幹事長及び幹事で組織し、幹事長及び幹事は、別表第二に

掲げる者をもって充てる。

３ 食の安全確保推進幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

４ 幹事長は、必要があるときは、幹事以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせること

ができる。   
５ 幹事会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

（食育推進幹事会）

第七条 本部に、本部の付議事項のうち食育の推進に関する施策に係るものについて協議す 

るため、食育推進幹事会を置く。

２ 食育推進幹事会は、幹事長及び幹事で組織し、幹事長及び幹事は、別表第三に掲げる者 

をもって充てる。

３ 前条第三項から第五項までの規定は、食育推進幹事会について準用する。
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（庶務）

第八条 本部の庶務は、生活環境部で行う。

（雑則）

第九条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定め

る。

附 則

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

総務部長

企画振興部長

福祉保健部長

商工観光労働部長

教育長

警察本部生活安全部長

別表第二(第六条関係)

幹事長

生活環境部審議監

幹事

 学事・私学振興課長

広報広聴課長

医療政策課薬務室長

県民健康増進課長

県民生活・男女共同参画課長

食品・生活衛生課長

環境保全課長

工業振興課長

商業・サービス業振興課長

観光政策課長

地域農業振興課長

農地活用・集落営農課長

おおいたブランド推進課長

園芸振興課長

畜産振興課長

畜産振興課畜産技術室長

林務管理課林産振興室長

森林保全課森との共生推進室長

漁業管理課長

水産振興課長

教育庁体育保健課長

警察本部生活安全部生活安全捜査課長

別表第三(第七条関係)

幹事長

生活環境部審議監

幹事
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学事・私学振興課長

おおいた創生推進課長

県民健康増進課長

高齢者福祉課長

こども未来課長

県民生活・男女共同参画課長

食品・生活衛生課長

循環社会推進課長

工業振興課長

商業・サービス業振興課長

観光政策課長

地域農業振興課長

畜産振興課長

林務管理課林産振興室長

漁業管理課長

教育庁義務教育課長

教育庁高校教育課長

教育庁体育保健課長

（平成１６年 ４月１日 一部改正）

（平成１６年１０月１日 一部改正）

（平成１７年 ４月１日 一部改正）

（平成１８年 ４月１日 一部改正）

（平成１９年 ４月１日 一部改正）

（平成２１年 ４月１日 一部改正）

（平成２１年 ７月１日 一部改正）

（平成２２年 ４月１日 一部改正）

（平成２４年 ４月１日 一部改正）

（平成２５年 ４月１日 一部改正）

（平成２６年 ４月１日 一部改正）

（平成２８年 ４月１日 一部改正）

（平成２９年 ４月１日 一部改正）

（平成３０年 ４月１日 一部改正）

（平成３１年４月２６日 一部改正）

（令和２年 ３月２５日 一部改正）

（令和５年 ４月 １日 一部改正）

                        （令和６年 ４月 １日 一部改正）

 （令和７年 ４月 １日 一部改正）
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食の安全・安心確保に関する緊急情報・事務処理要領

第１ 趣 旨

 大分県食の安全確保・食育推進本部設置規程（平成十五年九月一日大分県訓令甲第二

十四号。）第二条第一項第二号に関する事務等を処理するために必要な事項を定める。

第２ 共通認識

  食の安全に関するリスク管理において、最新の情報を関係者間で共有することが重要

であることから、常にリスクに対する鋭敏な感覚を備え、入手した情報は速やかに関係

者に情報提供しなければならない。

第３ 幹事及び幹事長の役割

（１）情報の伝達

① 幹事は、食の安全安心に係る情報を探知した場合、速やかにその概要と対応方

針（案）を別記第１号様式により、幹事長（事務取扱：事務局）に報告する。

② 幹事長は、別記第１号様式により、幹事から情報提供があった場合には、必要

に応じ、 副本部長に報告するとともに、関係幹事に情報を提供する。

③ 幹事長から情報の提供を受けた関係幹事は、必要に応じ、調査等を行い、別記

第２号様式により、幹事長に報告する。

④ 幹事長は、別記第２号様式により、関係幹事から報告を受けた場合には、必要

に応じ、副本部長に報告するとともに、情報発信幹事へ情報提供を行う。

（２）緊急幹事会の開催

 幹事が事案の処理にあたって、他の幹事等との協議を必要とする場合や、幹事長

が必要と認めた場合は、副本部長の了解を得て緊急幹事会を開催する。

 なお、緊急度に応じて関係幹事のみの出席による緊急幹事会に替えることができ

るものとする。

第４ 副本部長の役割

（１）情報の伝達

  副本部長は、幹事長から情報の提供を受けた場合は、必要に応じ、情報の概要及

び対応方針（案）を本部長に報告する。

（２）緊急推進本部会議の開催

 副本部長は、事案の処理にあたって本部員等との協議を必要とする場合には、本

部長に緊急推進本部会議の開催を要請する。

 なお、緊急度に応じて関係本部員のみの出席による緊急推進本部会議に替えるこ

とができるものとする。

附 則

  この要領は、平成１５年１０月１７日から施行する。

附 則

  平成１６年 ７月３０日一部改正

 平成２８年 ４月 １日一部改正

 平成２９年 ４月 １日一部改正 
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大分県食品安全推進県民会議設置要綱

（目的）

第１条 大分県における食の安全安心確保を推進するため、広く県民の意見を聴取し、 

施策に反映することを目的として、大分県食品安全推進県民会議（以下「県民会議」 と

いう。）を設置する。

（協議事項）

第２条 県民会議は、次の事項について協議する。

 （１）生産・製造から流通、消費に至る食の安全安心に関する情報及び意見の交換

 （２）食の安全安心確保の推進に関すること。

（構成）

第３条 県民会議は、委員２０名以内で構成する。

２ 委員は次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。

 （１）消費者

 （２）食品の生産・製造者

 （３）食品の流通・販売者

 （４）学識経験者

（任期）

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任 

者の残任期間とする。

（会長等）

第５条 県民会議には、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、県民会議の事務を総括し、県民会議を代表する。

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

（会議） 

第６条 県民会議の会議は、会長が招集し、主宰する。

２ 会長は、必要に応じて県民会議の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

（庶務）

第７条 県民会議の庶務は、大分県生活環境部食品・生活衛生課において行う。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関して必要な事項は、会長が 

別に定める。

 附 則

  この要綱は、平成１５年９月１日から施行する。

 附 則

 平成２９年４月１日 一部改正
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事業者と消費者をの相互理解を深めるため、
施設の見学会等を開催し、食の安全・安心に係る
リスクコミュニケーションを官民一体となって推進していく
消費者自らが食に関する正しい知識をもち、日常の食事の安心
につなげる

目 的

対象施設・対象者 県内に施設があること
法令を遵守し、過去２年間に食品衛生法
による行政処分を受けていないこと
積極的にHACCPに取り組んでいること
県内在住の消費者であること
※委託先・・・・（一社）大分県食品衛生協会

工場見学の流れ

④ 見学

① 県食協のホームページから申込

② 申込みについて、県食協と
工場で調整

③ 工場から依頼者に連絡し、
日程調整を行う

消費者

工場 消費者

※アンケート実施

食の安全・安心リスクコミュニケーションを目的
とした「食の安全・安心施設見学」の体制整備

＜R7新事業＞

県食協工場

県食協 工場

消費者
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10

＜食品衛生協会ホームページ＞
おおいた食の安全・安心調べ隊
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【食中毒発生状況】 

                                 令和７年１２月１６日（火） 

大分県   令和７年

No 発生場所 発生月日 摂食者数 患者数 死者数 病因物質 原因食品 原因施設 

1 大分市 1/14 2 2 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 
ヒラメの刺身 販売店 

2 大分市 1/18 4 3 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 
ヒラメの刺身 販売店 

3 津久見市 2/28 20 17 0 ノロウイルス 
料理教室提供

料理(推定）
料理教室 

4 由布市 2/28 160 88 0 ノロウイルス 
飲食店提供

料理(推定）
飲食店（旅館）

5 津久見市 3/8 13 8 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 
ヒラメの刺身 飲食店（一般）

6 大分市 4/23 24 15 0 ノロウイルス 弁当 飲食店（一般）

7 臼杵市 5/10 83 37 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 
ヒラメの刺身 飲食店（旅館）

8 大分市 5/16 10 5 0 
サルモネラ・ティフ

ィムリウム 

飲食店提供

料理（推定）
飲食店（一般）

9 大分市 8/4 77 25 0 
腸管出血性大腸菌 

Ｏ157 

飲食店提供

料理(推定）
飲食店（一般）

10 大分市 9/15 5※ 3※ 0 
カンピロバクター・ 

ジェジュニ 

飲食店提供

料理(推定）
飲食店（一般）

11 別府市 10/27 18 4 0 ノロウイルス 
飲食店提供

料理(推定）
飲食店（一般）

12 中津市 11/1 11 5 0 
カンピロバクター・ 

ジェジュニ 

飲食店提供

料理(推定）
飲食店（一般）

13 大分市 11/6 9※ 5※ 0 
カンピロバクター・ 

ジェジュニ 

飲食店提供

料理(推定）
飲食店（一般）

計  436※ 217※ 0    

                                         ※調査中 
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（参考情報） 

大分県   令和６年

No 発生場所 発生月日 摂食者数 患者数 死者数 病因物質 原因食品 原因施設 

1 杵築市 1/4 32 18 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 

ヒラメの刺身

（推定） 
飲食店（旅館）

2 杵築市 1/17 15 6 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 

ヒラメの刺身

（推定） 
飲食店（一般）

3 国東市 3/2 6 4 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 
ヒラメの刺身 飲食店（一般）

4 国東市 6/8 8 4 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 

ヒラメの刺身

（推定）
飲食店（一般）

5 大分市 7/9 6 3 0 
腸管出血性大腸菌 

Ｏ157 

飲食店提供

料理(推定）
飲食店（一般）

6 杵築市 7/24 11 7 0 
クドア・セプテン 

プンクタータ 
ヒラメの刺身 飲食店（一般）

7 由布市 8/4 1,304 595 0 ノロウイルス 

飲食店提供 

料理（推定）・

湧水(推定）

飲食店（一般）

8 大分市 8/6 33 17 0 黄色ブドウ球菌 給食（煮豆） 高齢者施設 

9 大分市 11/18 2 2 0 
カンピロバクター・

ジェジュニ 

飲食店提供

料理(推定）
飲食店（一般）

10 大分市 12/15 25 5 0 
カンピロバクター・

ジェジュニ 

飲食店提供

料理(推定）
飲食店（一般）

計  1,442 661 0   

【大分県の食中毒発生状況】 

令和 ６年： １０（４）件、患者数  ６６１（ ２７）人、死者数 ０人 

令和 ５年： １２（３）件、患者数  １４６（ ６８）人、死者数 ０人 

令和 ４年：  ９（３）件、患者数  ３９２（３１８）人、死者数 ０人 

令和 ３年：  ４（０）件、患者数   ２０（  ０）人、死者数 ０人 

令和 ２年：  ５（０）件、患者数   ７２（  ０）人、死者数 ０人 

（ ）は大分市分再掲 

【全国の食中毒発生状況】 

令和 ６年：１,０３７件、患者数１４,２２９人、死者数 ３人 

令和 ５年：１,０２１件、患者数１１,８０３人、死者数 ４人 

令和 ４年：   ９６２件、患者数 ６,８５６人、死者数 ５人 

令和 ３年：  ７１７件、患者数１１,０８０人、死者数 ２人 

令和 ２年：  ８８７件、患者数１４,６１３人、死者数 ３人 
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視察候補地：フンドーキン醤油株式会社

＜企業概要＞

社 名：フンドーキン醤油株式会社

創 業：文久元年（1861年）

創 立：昭和6年6月

所 在 地：大分県臼杵市大字臼杵501

営業品目：しょうゆ、みそ、ドレッシング

白だし、醸造酢、もろみ、

カボスポン酢、焼き肉のたれ、

めんつゆ、柚子胡椒、その他

従 業 員：500名

（フンドーキングループ：700名）

＜実施時期（予定）＞

令和８年１月下旬～２月上旬

(出典：フンドーキン醤油㈱ 企業HPより)

大分県庁
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第5期大分県食育推進計画の策定について 食品・生活衛生課

【目 的】 生涯にわたる健全な食生活の実現を目指し、食育に関する施策や取組を総合的に推進することや取組を総合的に推進する

【位置づけ】 （１） 食育基本法第１７条及び六次産業化・地産地消法第４１条に基づく県計画

（２） 大分県食育推進条例２０条に基づく計画

（３） 大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン2024～新しいおおいたの共創～」の部門計画

１ 計画の目的・位置づけ

令和８年度～令和１２年度 ５年間

２ 計画の期間

・「うまい・楽しい・元気な大分」の実現に
向け、引き続き、一人ひとりが「えらぶ・つ

くる・たべる」力を身に付けられるよう食

育を推進していく。

・加えて、３つの力を身に付けるために必

要な「食に関する正しい知識の理解」を促

進していく。

３ 計画の方向性 施策の例主要な施策基本的な視点
・食育人材バンク登録人材
派遣事業

（１）生涯を通じた食育の推進１ 健全な食生活を実践
できる県民の育成
（生涯を通じた取組） ・食の安全安心スクール（２）食の安全・安心への理解

促進

・郷土料理の情報発信（１）食文化の継承と発展２ 魅力ある地域の食文
化の次世代への継承と
活用（地域での取組） ・搾乳体験やバターづくり

体験
（２）農林漁業体験等を通じた

体験活動の推進

・とよの食彩愛用店（３）地産地消の推進

・食の健康応援団（４）健康を支える社会環境の
整備

・食品ロス削減（１）環境に配慮した食生活の
推進

３ 食を育む環境との共
生（次世代へつなぐ取
組） ・有機農業等の推進（２）環境と調和のとれた農林

水産業の推進

令和7年12月 パブリックコメント実施

令和8年 ２月 食育推進会議（成案）

令和8年 ３月 第1回定例会常任委員会

報告

４ 今後のスケジュール

【目指す姿】 うまい・楽しい・元気な大分

【基本目標】 ・健やかに食を楽しむ心豊かな人づくり

・次世代へ受け継がれていく活力ある地域づくり

第５期大分県食育推進計画の骨子
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令和７年度第２回　食品安全推進県民会議　　事前質問

（１）　食中毒発生状況について

質問事項 回答 担当課

1

クドアに関しては、過剰に不安を煽る必要はないと考えられますが、R6年の全国23件の発生に対して、大分県では5件
となっております。継続的に実施されている情報周知・注意喚起の現状や、農水省・県農林水産指導センターとの連携
状況をお聞かせください。また、県北～中部の天然ヒラメでの発生が多いことに関して、海水温などの海域の特徴、ク
ドアの汚染状況、ヒラメ漁獲量など、相関を示す要因について情報があればお聞かせてください。

クドア食中毒発生の予防啓発としましては、飲食店事業者等に対し、一般的に-20℃で4時間以上の冷凍、または、中心温度75℃5分以上の加熱によりクドアの病原
性が失われることが確認されていることから 、一度凍結したのちに喫食したり、加熱調理することにより食中毒は防止できる旨、施設の巡回指導や各種講習会の機
会を通じて継続的な周知を実施しているところです。
また、天然ヒラメにおけるクドア発生場所等の調査は国も行っておらず、当県の農林水産研究指導センター水産研究部も実施していません。なお、食中毒の原因と
なったヒラメは県内各地で水揚げされており、特定の海域で発生している状況ではありません。
大分県が生産量日本一の養殖ヒラメについては、農林水産省や厚生労働省の基準に準拠した「大分県ヒラメによる食中毒の防止対策ガイドライン」に沿ってクドアの
食中毒発生を防いでいます。

食品・生活衛生課
水産振興課

2
令和６年度に、由布市内の飲食店において、湧水を原因とする大規模な食中毒事案が発生しましたが、当該事案を契
機とした具体的な対策についてご教示ください。

本事案を受け、県では、県内の井戸水等を使用している約１５００の食品関連施設に、使用水の管理（水質検査の実施等）について通知を発出しました。
また、毎年定めている大分県食品衛生監視指導計画の中で、観光・行楽地監視を実施時期があります。湧水を使っている事業者については、観光・行楽地になって
いる場所もおおいため重点的な監視を行っていきます。
また、県外ではありますが、今年８月に湧水が原因と推定される食中毒事案が複数発生したことから、１０月に厚生労働省及び国土交通省から、湧水や飲用井戸等
の管理の徹底について通知が発出され、県からも水道管理事業者等へ改めて管理の徹底を依頼しているところです。

食品・生活衛生課
環境保全課

（２）　食べ残し持ち帰り促進ガイドラインについて

質問事項 回答 担当課

3
飲食物の持ち帰りに係る食中毒（疑い）事案又は苦情事案について、全国的にどの程度発生しているのでしょうか？
把握していればご教示ください。

県としても把握している事例はございません。これまで衛生部局としては、衛生的な観点からも「食べ残しの持ち帰りはせずその場で食べきる」よう様々な場面で周知
してきたところです。
過去は敬老会の会合等で出た仕出弁当を持ち帰り喫食したなどして県内でも食中毒事案が発生した事例もございます。

食品・生活衛生課
（循環社会推進課）

4

事業者がガイドラインを活用することで、「コスト削減」「企業のイメージ向上と顧客満足度の向上」「リスクの低減」とい
う、事業経営に直結する実質的なメリット（誘因）を事業者にもたらされることが期待されますが、事業者側には、消費
者に対して、食べる際の安全性に関する注意事項の説明をすることや、万が一の事後的なトラブルに備えて、持ち帰り
の日時、対象物等を記録管理等が求められる等、ハードルが高いと思いますが、県としての見解をご教示ください。

今回のガイドラインについては、事業者と消費者双方理解のもと推進していくことを目指すものですが、消費者への説明作業や持ち帰れる食品の選定、容器の準備
等、事業者側への負担が大きい印象です。
県としましては、衛生的な観点からもまずは「食べきること」を推奨し、持ち帰りに取り組まれる事業者の皆様からのご相談があった際には、持ち帰った食品が安全に
消費されるよう、ガイドラインの説明や、好事例の共有など支援を進めていきます。

食品・生活衛生課
（循環社会推進課）

質問事項 回答 担当課

5
　避難所での食事提供において、食中毒の発生防止やアレルギー・乳幼児・嚥下困難者などへの対応は、多くの民間
の管理栄養士の迅速なサポートを期待したいところです。現時点での、大分県栄養士会などの関連団体との連携等に
ついて、何か取り組みがあればお聞かせください。

令和４年に県は大分県栄養士会との間で、災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定を締結し、栄養士の派遣の手続き、業務及び実費弁償等について定
めることで、避難所などでの食事提供や栄養管理を円滑に行える体制を整えています。これにより、要配慮者や慢性疾患を抱える人への適切な食支援や、食中毒防
止など健康被害の予防に取り組んでいきます。

県民健康増進課

6
大分市佐賀関で発生した大規模火災における避難所の食品衛生対策では、報道情報から推察すると、一般的な食品
衛生対策に加え、感染症対策に重点が置かれているようですが、避難所で実施されている具体的な衛生管理につい
てご教示ください。

（大分市保健所）
厚労省通知をもとに「避難所での食中毒予防について」記載した掲示物を避難所内へ掲示して避難者へ注意を呼びかけました。

食品・生活衛生課
（大分市保健所）

（３）　災害時の避難所の食品衛生対策について
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